
〇導入

「カネミ油症事件」

1968年、有害物質に汚染された食用油が原因で、深刻な健康被害をもたらした事件です。

カネミ油を摂取した被害者は、体中に膿ができたり、肌がやけどのようにただれたりなどの健康

被害を訴え、社会問題となりました。

政府はこの問題に対処するために新たな法律を制定し、被害の認定と補償制度の整備を行いま

した。

結果、現在も製造元の企業であるカネミ倉庫と国の双方から補償が行われています。

一見、補償がされたことにより問題は解決されたかのように思えます。

しかし、実際には多くの人が補償から取り残されているのです！

本弁論では、カネミ油症事件の2世・3世の被害補償の現状と、その解決について訴えます。

〇定義

カネミ油とは、1968年までカネミ倉庫株式会社が作っていた食用油です。

この油に、人体に健康被害を及ぼすPCBという物質が混入してしまったことで、多くの人が健康
被害に苦しむカネミ油症事件が発生してしまいました。

PCBは人体で分解されにくく、体内に残りやすい物質で長期にわたって健康被害をもたらしま
す。

〇被害

カネミ油症の主な健康被害として、肌がやけどのようにただれる「乾癬」や、全身に膿がたまって

しまう症状、呼吸器系の症状があげられます。

そして、カネミ油症被害の大きな特徴として、直接口にした被害者だけでなく、その子どもや孫に

も遺伝する、ということが挙げられます。

この子供や孫の健康被害に苦しんでいる人たちは、カネミ油症の2世・3世被害者と呼ばれてい
ます。

2世・3世特有の被害として、歯・心臓・生殖器官などの先天的な異常や、奇形児が生まれやすい
ことなどがあげられ、症状は挙げればきりがないほど多岐にわたります。

実際に、カネミ油症被害者を親に持つ中内さんは、唇から上あご、のどの奥にかけて裂け目があ

る状態で生まれました。
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幼少時代は言葉を発するのも難しかったことに加え、耳の中に何回も腫瘍ができ、手術のたびに

生死をさまよっていたといいます。

肺炎や気管支炎での入院も数え切れず、正社員として就職することは叶いませんでした。

しかし、この中内さん、これだけの被害に苦しめられているにも関わらず、何ら補償を受けられて

いないのです！

そのため、度重なる受診によって医療費は積み重なり、中内さんの家庭は困窮しています。

補償を受けられていないのは中内さんだけではありません！

下関大学の研究チームによると、補償から取り残されている２世３世を含む被害者数は数千人

から数万人とされています。

一方、政府の補償で救済された2世3世被害者はわずか50人ほどにとどまっているのです。

〇原因＆政府政策

ではなぜ、これほどの人が救済から漏れているのでしょうか？

その原因は、現在のカネミ油症の認定基準にあります。

カネミ油症の補償の基準は、「血中PCB濃度が特定の基準値を上回っている」、「カネミ油症の症
状が見られる」という2点を満たすことです。
血中PCB濃度とは、血中の有害物質の量を指します。

この認定を受けることで、国から19万円の給付金、カネミ倉庫から年5万円の和解金と年間の医
療費が支払われ、被害者の家計に対する救済を受けられるのです。

しかし、この認定制度には重大な問題があります。

それは、カミネ油症二世三世の被害者のほとんどが、症状があるにも関わらず、この条件を満た

せないのです。

九州大学のゲノム研究チームによると、「子や孫世代に関しては血中ＰＣＢ濃度は低くても、油症

患者に多く見られる症状の発症がみられる。」とされており、「認定基準の再検討が必要である」

と提言されています。

つまり、この制度はカネミ油症の特性である、「症状は遺伝する」が「血中のPCBが遺伝しない」と
いう点に対応できていないのです。

結果として莫大な数の被害者が救済から漏れてしまうという状況が発生しています。

このような現状に対して、2021年、政府は、2世3世に対する健康状態等に関する調査・研究を進
める為に、全国油症治療研究班を設置しました。
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しかし、彼らは調査の結果、血中PCB濃度に代わる科学的根拠を持った認定基準はないという
結論を出しており、いまだに基準の改定には至っていません。

確かに、被害者か否かを合理的に区別する基準は必要です。直接油を摂取した被害者はこれで

認定されることができるのでしょう。

しかし、同時にこの基準では、２世、３世の被害者という同じくカネミ油症事件に大きな影響を受

けながら生きている人々を見落としてしまうのです。

〇問題点

カネミ油症は、親から子へ、子から孫へ転移し、何世代にもわたってその家族を苦しめ続けま

す。

たしかに、事件当時の被害者の救済はおこなわれています。

しかし、２世３世の方の多くが被害を訴えているのに、未だに補償がなされていません。

救済されるべき被害者が、見捨てられてしまっている...

私はこの現状を見逃すことができません！

〇理念

私の理想は、カネミ油症被害者の2世3世にまで補償が及ぶようになることです。

そのためには、現在の認定基準を変更する必要があります。

そうすることで、現在認定されていない被害者の苦しみを和らげることができるようになるので

す。

〇方向性

ではどのようにすれば、この理想を達成できるでしょうか。

現在の規準は直接的にPCBを摂取した者を対象にしたものになっており、2世や3世といったこど
もたちが現在被っている被害には対応できません。

これは「最低限」を守る、「明らかなカネミ油症被害者のみを補償する」こととなっています。

しかし本当に必要なことは「最大限」を守る「全てのカネミ油症患者を補償する」ことではないで

しょうか。

そのためには症状を基準にした認定基準を確立する必要があります。
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〇プラン

そこで私は、１点のプランを提案します。

それは、１世被害者の認定基準とは別に、2世・3世被害者に対する認定基準を新たに制定する
ことです。

具体的にご説明しす。

現状、カネミ油症の被害者に認定されるには、「血中PCB濃度が基準値を上回っている」「カネミ
油症の症状が見られる」という２つの項目を満たさなければなりません。

しかし、この認定基準では、2世3世の被害者が血中PCB濃度の項目を満たすことができず、補
償を受けることができません。

そこで、２世３世の認定基準を新たに設けます。

新たな認定基準の項目は、「カネミ症被害者1世の血を引いている」「カネミ油症特有の症状が見
られる」の2点とします。

そして、症状の判断については、色素沈着や目の異常などといった2012年の厚生労働省の基準
において、カネミ油症特有の症状として定義されたものを用います。

以上の政策を実行することによって、現在補償を受けることのできていない２世３世被害者を救

済することができるようになるのです。

〇締め

重い症状があっても保障が受けられない。

カネミ油症の2世3世は大きな壁に直面しています。

その壁は平等な保障が受けられる社会を阻んでいるいわば「次世代の壁」です！

我々の手でこの壁を壊そうではありませんか！！

カネミ油に苦しむすべての被害者が補償を受けることのできる未来を願って、本弁論を終了させ

ていただきます。

ご清聴ありがとうございました。
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